
最近の高圧ガス保安行政の動向 

 

１ 高圧ガス保安法の沿革 

(1) 圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法の制定（大正 11年 4月 11日公布） 

 

(2) 戦後の復興期における高圧ガス取締法 

（高圧ガス取締法制定：昭和 26年 6月 7日公布） 

 

(3) 自主保安思想への移行に伴う高圧ガス取締法 

（高圧ガス取締法改正：昭和 38年 7月 19日公布） 

 

(4) 新ＬＰガス時代の到来への対応（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律の制定に伴う高圧ガス取締法の改正：昭和 42年 12月 28日公布） 

 

(5) 石油コンビナート等の大規模事業所における事故続発等に対応した保安体制の強化（高圧

ガス取締法改正：昭和 50年 5月 23日公布） 

・ 昭和 50年 4月 25日コンビナート等保安規則公布 

・ 昭和 51年 2月 17日特定設備検査規則公布 

 

(6) 特殊材料ガスの消費等への対応 

（高圧ガス取締法改正：平成 3年 12月 24日公布） 

 

(7) 技術の進展等を踏まえた規制体系全般の見直し→自主保安 

（高圧ガス取締法→改正→高圧ガス保安法：平成 8年 3月 31日公布） 

 

(8) 地方分権推進のため，通産大臣権限を「大幅な都道府県自治事務化」を導入 

（地方分権一括法による高圧ガス保安法改正：平成 11年 7月 16日公布） 

 

(9) 通商産業省関連の基準・認証制度の見直しによる「第三者検査機関制度の拡充」，「係員選

解任届出の簡素化」 

（通商産業省関連基準認証制度合理化一括法による高圧ガス保安法改正：平成 11年 8月 6

日公布） 

 

 (10) 技術基準の性能規定化（各規則の改正：平成 13年 3月 26日公布） 

 

 

 

 



２ 最近の高圧ガス保安法の改正内容について 

《改正された事項》 

 (1)高圧ガス設備の移設・転用に係る標準的な処理方法の整備（一般則 3・4・20・25 条，液石則 3・4・

21・26条，コンビ則 3条，冷凍則 3・4条，13年 3月 26日施行） 

     高圧ガス設備（冷凍設備）の移設・転用に係る手続き事項及び検査方法について，新たに規

定し，明確化を図った。 

 (2)指定設備の移転・転用に係る標準的な処理方法の整備（一般則 94の 8・94の 9（新設）条・，コンビ則

49の 8・49の 9（新設）条，冷凍則 62・62の 2（新設）条，13年 3月 26日施行） 

    指定設備の移設・転用に係る手続き事項について，新たに規定し，明確化を図った。 

 (3)高圧ガスの少量移動に係る技術基準（一般則 50条，液石則第 49条，平成 13年 3月 26日施行） 

   高圧ガス（毒性ガスを除く）の移動のうち，20 ㍑以下の容器を用いるものであって合計量

が 40 ㍑以下の場合は，警戒標の掲示，消火設備等の携行，通行場所の制限，災害防止のため

の書面の携行について，摘要除外とした。 

 (4)炭化水素濃度の規制値（一般則 6条 2項 1号ロ，コンビ則 5条 2項 1号ロ，平成 13年 3月 26日施行） 

   空気液化分離装置の液化酸素溜め内の炭化水素濃度規制（アセチレンを除く）において，炭

素の質量規制値を引き上げた。 

 (5)高圧ガスの輸入検査に係る添付書面の省略（一般則様式第 27 の 2，液石則様式第 26 の 2，平成 13

年 3月 26日施行） 

      輸入高圧ガス明細書に添付する書面を省略することができる条件について規定した。 

 (6)SF6（六ふっか硫黄）ガス回収における製造保安統括者等の選任義務の見直し（一般則 64条，

13年 3月 26日施行） 

   移動式製造設備により SF6（六ふっか硫黄）ガスの製造（回収）を行うものにあって，当該

ガス等の製造，販売に係る６ヶ月以上の経験を有する者等が監督する場合について，高圧ガス

製造保安統括者の選任を不要とした。 

 (7)貯槽以外の高圧ガス設備の開放検査周期（細目告示 16・17・18（新設）条，13年 3月 26日施行） 

   貯槽以外の高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外期間の規定について整備し，ポンプ及び

圧縮機について，耐圧試験の適用除外期間の更なる延長を可能とした。 

 (8)高圧ガスを燃料とする自動車の適用除外（一般則 12・18・46・49・59・95条，13年 3月 26日施行） 

   高圧ガスを燃料とする自動車に係る規定について，天然ガス自動車，ＬＰＧ自動車と同様の

取扱いとするよう整備した。 

 (9)各規則の性能規定化（一般則，液石則，コンビ則，冷凍則の改正及び各規則の性能規定化に伴う製造細

目告示及び通達の改正） 

   各規則の技術上の基準を性能規定化し，詳細基準は例示基準とした。 

 (10)移動式製造設備の防消火設備設置基準（液石則例示基準 26．防消火設備） 

   液化石油ガスを充てんする際のローリー停車位置への防消火設備の設置について，バルクロ

ーリーからバルク貯槽への充てんの場合を除外した。 

 (11)天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査時の標章掲示（容器則第 37条，13年 3月 30日施行） 

   圧縮天然ガス自動車及び液化天然ガス自動車燃料装置容器であって，再検査合格の刻印を打

刻することが困難なものについては，標章の掲示に代えることができることとした。 



 (12)当該容器を証する資料の考え方（平成 13年 11月 30日，事務連絡） 

   当該容器を証する資料としては，従来，容器上の刻印の拓本が一般的であったが，必ずしも

拓本に限られるものではなく，容器の刻印の識別が可能な資料であればよい旨を周知した。 

 (13)保安係員の選任に係る製造施設区分の見直し（一般則 66 条 5 項，液石則 64 条 4 項，14 年 3 月 20

日施行） 

   一般則適用の製造施設と液石則適用の製造施設が保安管理上一体として管理されるものにつ

いては，同一の製造施設区分とみなすこととした。 

 (14)認定完成・保安検査実施者の認定基準の見直し（一般則，液石則，コンビ則，冷凍則の認定基準に

係る別表の改正，14年 3月 28日施行） 

   自ら完成・保安検査を実施することができる者として認定を行う際の認定基準について見直

しを行った。 

 【主要な改正点】 

① 管理部門の設置に係る規定の見直し。 

② 組織の長に要求する経験年数・資格要件の見直し。 

③ 免状取得率に係る規定の見直し。 

④ コンビ則においては，処理能力１００万ｍ3 以上と未満の二段階分けで規定。 

 (15)タンクローリー等の他の都道府県への移籍時における完成検査（平成 14・03・25原院第 9号， 

14年 3月 29日施行） 

  タンクローリー等の移動式製造設備について，その使用の本拠地を変更した場合の完成検査

についても別表１備考２が適用される旨を周知した。 

 (16)保安係員の選任の在り方（平成 14・03・25原院第 10号，14年 3月 29日施行） 

   保安係員に限っては，他の会社等に所属する者を選任することができることとし，その旨を

通知した。 

 (17)アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の規定の整備（容器則，容器則細目告示の改正 14

年 6月 10日施行） 

アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器について，新たに定義を行い，刻印の方式，容

器再検査の機関，容器再検査の規格，容器再検査設備の基準，容器再検査の方法を規定した。 

 (18)充てん容器等の加温に係る技術基準の見直し（一般則 6・12・60・62条，液石則 6・58・60条，コ

ンビ則 5・39条，14年 9月 30日施行） 

   高圧ガスの製造，消費，廃棄の際，容器等を加温する場合，従来からの熱湿布及び温度 40

度以下の温湯に加え，温湯以外の液体（可燃性等のものを除く。）及び自動制御により温度調

節された空気調和設備を使用できることとした。 

 (19)冷媒ガスとしてのプロピレンを冷凍能力の算定基準の基礎に適用できるよう追加（冷凍則 2・

5条，14年 10月 22日施行） 

   自然対流式及び自然循環式冷凍設備の冷凍能力算定に用いる冷媒ガス（プロピレン）とその

Ｑ値の追加。 

 (20)岩盤貯槽の規定化（特定則，コンビ則，14年 12月 13日施行） 

    地下岩盤貯槽に関する基準を特定則，コンビ則にそれぞれ規定した。 

 



(21)気体を用いた耐圧試験圧力の変更（特定則，冷凍則，液石則，一般則，コンビ則，政令関係告示，15

年 3月 31日施行） 

  ガス事業法，液化石油ガスの保安の確保に関及び適正化に関する法律，高圧ガス保安法の

技術基準を整合化するため，特定則，冷凍則，液石則，一般則，コンビ則，政令関係告示の

技術基準のうち，耐圧試験について常用の圧力の 1.5 倍以上の液体による耐圧試験が困難な

場合は，常用の圧力の 1.25倍以上の気体による耐圧試験によることができるように改定した。 

(22)圧力容器に係る技術基準の国際整合化（特定則，冷凍則，液石則，一般則，コンビ則，指定機関則，

15年 3月 31日施行） 

   米国機会学会（ASME）の規格を可能な限り採用した特定設備に限り，液石則，一般則，

コンビ則の技術基準のうち，液体による耐圧試験について常用の圧力の 1.3 倍以上，気体に

よる耐圧試験圧力について常用の圧力の 1.1 倍以上の圧力によることができるように改定し

た。指定機関則には，所有すべき機器について所要の追加を行った。 

 (23)試験研究機関に対する高圧ガス製造事業届出手続きの簡素化（平成 15･03･25原院第 3号通達） 

   高圧ガスの製造の届出において添付する書類については，「高圧ガスの製造許可申請等に係

る添付書類について（平成 10・03・26 立局第 10 号）」において明確化しているが，高圧ガ

スを取り扱う試験研究機関において，１日の処理能力が 15ｍ3 以下の高圧ガス設備（毒性ガ

ス及び特殊高圧ガスに係るものを除く。）については，以下のように添付書類を省略すること

ができることとした。 

  ・「事業所全体平面図」については，「高圧ガス製造施設配置図」に集約し省略できる。 

  ・「製造工程の概要を示した図面」については，「製造の目的」に集約して省略できる。 

  ・「処理・貯蔵能力の計算書」については，「処理設備の処理能力」に集約して省略できる。 

 

 

《性能規定化について》 

●性能規定化とは 

 構造等の詳細な仕様や満たすべき特定の数値，特定の試験方法等を細かく規定する仕様規定と

は異なり，保安の確保上必要な機能や履行すべき手順等の大枠のみを規定するもの。 

●規則改正（性能規定化）の考え方 

 ①性能規定化への改正。（具体的手段・方法等の記載箇所を削除） 

  例：可燃性ガスの貯槽には，貯槽の周囲から見やすい部分に当該貯槽の直径の十分の一以上

の幅で帯状に赤色の塗料を塗り，若しくは容易にはがれ難い標紙等を貼付し，又はその外

部から見やすいように当該ガスの名称を朱書きし，若しくは容易にはがれ難い標紙を貼付

すること。 

↓ 

    可燃性ガスの貯槽には，可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるよ

うな措置を講ずること。（一般則６(1)六） 

   ※従前の具体的手段・方法等は，例示基準へ移行。 

 ②すでに性能規定の表現となっていたものは，次の２通りで措置。 

 



  ・従来通りとしたもの 

  例：事業所の境界線を明示し，かつ，当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げる

こと。（一般則６(1)一） 

  ・目的等を追加して，表現を改めたもの 

  例：可燃性ガス及び酸素の製造施設には，防消火設備を設けること。 

↓ 

    可燃性ガス及び酸素の製造施設には，その規模に応じ，適切な防消火設備を適切な箇所

に設けること。（一般則６(1)三十九） 

 ③保安確保等の観点から性能規定化すべきでないもの。（従来通りとしたもの） 

  ・測定（検査）周期に関する規定 

  例：貯槽の沈下状況測定（一般則６(1)十六） 

    設備の点検（一般則６(2)四）等 

  ・対象物（箇所）限定に関する規定 

  例：対象ガス種の限定（一般則６(1)七） 

    対象設備の限定（一般則６(1)二十七）等 

  ・ガスの物性上の危険性から量等を規定 

  例：そのガスの危険性から量等を規定（一般則６(2)一ロ・ハ） 

  ・保安距離，離隔距離等に関する規定 

  例：保安物件に対する距離（一般則６(1)二） 

    火気との離隔（一般則６(1)三）等 

 ④基本通達，省令補完基準等に規定していた事項を規則に移行し明確化したもの。 

  ・基本通達や省令補完基準等をもって規則の規定を適用除外としていたもの。 

  例：高圧ガスを移動する車両の警戒標は，次の各号の基準によるものとする。 

    ただし，消防自動車，救急自動車，レスキュー車，警備車その他の緊急事態が発生した

場合に使用する車両において緊急時に使用するための充てん容器等・・・（略）・・・こ

の限りでない。（一般則補完基準 １．警戒標等標識） 

↓ 

     上記アンダーライン部分を規則（一般則５０一）に移行 

  ・基本通達，省令補完基準等に規定していた規則の規定の対象となるものを規則に移行し 

明確化したもの。 

例：第１項第 31号中毒性ガスの製造施設に設けるガス漏えい検知警報設備については，毒 

性ガスの種類によってはまだ十分な選択性と精度を有するものが存在しないので，当分 

の間アクリロニトリル，亜硫酸ガス，アルシン，アンモニア・・・（略）・・・の製造施設

に限って設けるものとする。（基本通達一般則第６条関係 13.） 

↓ 

 一般則６(1)三十一を改正「大臣が定める毒性ガス」とし細目告示第 10 条２にそのガス

種を規定 

 

 



●例示基準の必要性等 

 ①性能規定化された技術基準に適合するかどうかについて，自ら科学的根拠に基づいて証明す

ることが困難な事業者等の便宜を図る必要があること。 

 ②検査実施者（都道府県等）が検査結果の判断基準に参考にするものが必要であること。 

  ①②の観点から，技術基準の制定権者（国）が標準的な解釈を一として公表するものであり，

性能規定の枠内であれば複数の解釈が成立する。 

●性能規定化後の法体系 

 

 

 

●性能規定化後の許可，検査申請及び届出の手続き 

 ①例示基準に基づく行為→技術基準への適合 OK 

 ②例示基準に基づかない（自主基準）行為→技術基準への適合？ 

  ・事業者等は，自ら技術基準への適合性を科学的根拠に基づき証明する必要がある。 

  ・技術基準への適合証明に当たって，中立的な第三者機関を利用することは可能。 

  ・第三者機関として，高圧ガス保安協会に「事前評価委員会」を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例示基準の改正及び追加等 

 ①例示基準の適切な改正及び追加等を図ることを目的として，高圧ガス保安協会に「基準検討

委員会」を設置。 

 ②基準検討委員会は，例示基準案の申請を受けて審査。 

 ③高圧ガス保安協会会長は基準検討委員会の報告を受けて，大臣に具申。 

 ④大臣は，具申を受けた例示基準案について検討し，改正及び追加等を行う。 
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●性能規定化の意義 

 ①技術革新への迅速な対応 

  材料，試験方法等を特定的に規定していないため，技術開発により新しい材料，試験方法等

が開発された場合でも性能規定を満たせば用いることができ，技術開発の阻害要因となること

はない。 

 ②国際基準等との整合性確保の容易化 

  国際的に見ても強制的な技術基準について概ね性能規定化の流れにある。また，我が国の技

術基準が性能規定化されているものであれば，当該性能を満たす限り，ＪＩＳ等の公的基準，

業界団体等による民間基準，国内基準又は外国基準を問わずあらゆる技術基準の採用が可能と

なる。 

 ③自主保安の促進 

  国が定める唯一の強制的な仕様基準に従えばよいという発想から，事業者が自らの責任で技

術基準を選択することになり，自ら保安を確保するという自主保安の考え方をより一層進める

ことが可能となる。 



高圧ガス保安法の改正内容・今後の検討課題について 

 

《平成 15年度の制度改正事項》 

１．規制改革３ヵ年計画に基づき実施するもの 

 ・容器置場の立体化に係る技術基準の見直し（３月末施行予定） 

  圧縮水素及び酸素の容器置場について，容器の転落を防止するための措置等安全対策を講

じた場合に，２階建の容器置場の設置を認める。 

 ・コールドエバポレーターの設備距離に係る技術基準の見直し（３月末施行予定） 

  必要な安全対策を講じたコールドエバポレーターと移動式製造設備を組み合わせて使用す

る場合に，当該コールドエバポレーターから保安物件との距離を緩和する。 

 ・圧縮水素自動車燃料装置用容器の耐圧試験圧力の見直し（３月末施行予定） 

  燃料電池自動車に搭載される燃料用圧縮水素を充てんする容器を，新たに「圧縮水素自動

車燃料装置用容器」と規定し，当該容器の耐圧試験圧力を最高充てん圧力の「２分の３倍」

とするとともに，刻印の様式等必要な技術基準を規定する。 

２．構造改革特区に係るもの（全国的に実施することとされているもの） 

 ・圧縮水素自動車燃料装置用容器の耐圧試験圧力の見直し（再掲） 

 ・認定を受けようとする事業所の組織に関する特例の規定（３月末施行予定） 

  認定事業所と実質上同一法人とみなすことができる法人の事業所の保安管理部門であって，

当該保安管理部門と認定事業所の設備管理部門及び運転管理部門との責任権限及び指揮命令

系統が明確になっていると認められる場合は，当該保安管理部門を認定事業所の保安管理部

門とすることができる旨規定する。 

３．その他 

 ・東南海・南海地震に係る危害予防規程で定めるべき事項の追加（H15.7.25施行） 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い，同法で指

定された地域の事業所において危害予防規程で定めるべき事項として「津波からの円滑な避

難の確保に関する事項の細目」等を追加する。 

 

《今後の検討課題》 

１．認定保安検査実施者等の認定基準の見直し 

  昨年６月以降，認定保安検査実施者等の認定取消し処分を決定せざるを得なかった状況にか

んがみ，本認定制度に関する関連規定を見直す。 

  認定取消し処分を受ける各事業所に対する国の立入検査の結果等から，制度見直しに当たっ

ては以下の点に考慮する。 

 ・取消し処分を受けた事業所では，検査管理組織が機能していない例があり，本社の関与も含

め内部監査の体制を強化する等保安面及び遵法面での内部統制の方策を検討すべきではない

か。 

２．保安検査制度の見直し 

  高圧ガス保安法施行後７年近く経過したことから，省令で定める「保安検査の方法」につい

て，検査技術の進歩，最近の事故実態等を踏まえ，より科学的・合理的な方法で行われるよう

見直す。 

  制度見直しに当たっては，以下の点について考慮する。 

  ・リスク評価に基づくより科学的・合理的な検査方法を検討すべきではないか。 

  ・近年の産業保安規制の基本的な考え方である「自主保安の推進」及び「技術基準の性能規

定化」の流れに沿ったものとすべきではないか。 


